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今月の新着図書 Newly-imported books

果菜類、葉茎菜類、根菜類、
果実的果菜類、洋菜類あわせ
て全 38 品目それぞれの栽培
ポイントについて取り上げ、
野菜づくりのノウハウを徹
底的に解説します。生産者か
ら趣味で野菜づくりを楽し
む方まで活用できる本です。

北海道の野菜づくり北海道の野菜づくり
基本技術と品目別栽培基本技術と品目別栽培
ポイントポイント
道総研花・野菜技術センター道総研花・野菜技術センター

場長　鈴木亮子/監修場長　鈴木亮子/監修

野生のロボット野生のロボット

ピーター・ブラウン/作・絵ピーター・ブラウン/作・絵

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

猫の耳に甘い唄を（倉知淳）・透析を止めた日（堀川
惠子）・天使は見えないから、描かない（島本理生）・
ヒポクラテスの困惑（中山七里）・蕎麦打ち万太郎（原
宏一）・任侠梵鐘（今野敏）・朝 1 分、人生を変える
小さな習慣（リュ・ハンビン）・食べすぎた！をなかっ
たことにするリセットごはん（新谷友里江）・『孤独
のグルメ』巡礼ガイド（週刊 SPA ！『孤独のグルメ』
取材班）・50 歳になりまして（光浦靖子）・猫さえい
れば、たいていのことはうまくいく。（荻原浩）　ほか

ノラネコぐんだんおりがみパンやさん（いしばしな
おこ）・なつやすみ（生知子）・がっこうのてんこちゃ
んはじめてばかりでどうしよう！の巻（ほそかわて
んてん）・ようかいむらのごくらくてんごく（たか
いよしかず）・おんぶーぶー（矢野アケミ）・ピョル
ちゃんのワンピース（あにす）・こびとのくつや（バー
ナデット・ワッツ）・あなたにぴったりのふくつくり
ます（小渕もも）・今日からはじめる！マインクラフ
トたてもの・まちづくり BOOK（菅原嘉子）　ほか

長編アニメーション「野生の
島のロズ」の原作です。
無人島で暮らすロボットのロ
ズは、ひょんなことからガン
の赤ちゃんの母親がわりにな
り子育てに挑戦することに。
ある日、不気味な飛行船が
やってきて……。

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎0158－84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日　月曜日、年末年始、
　　　　蔵書点検期間
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一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

企画展示「春を楽しもう！！」
今回の企画展示では「春を楽しむ」というテーマで、植物に関連している本

をピックアップしてご用意しています。
お庭や家庭菜園で植物を育てるのに興味がある方、桜などお花を見るのが好

きな方が楽しめるような展示となっていますので、ぜひご利用ください。

北海道立図書館の利用登録について
北海道立図書館の利用登録が雄武町図書館でも出来るようになりました。
利用登録をすると北海道立図書館の電子書籍を、お手元の端末から読むこと

ができます。
なお、登録には身分証明書（免許証・マイナンバーカード・健康保険証など）

が必要となりますので、ご持参のうえ貸出カウンターでお申し込みください。
※登録は無料です。

展示期間　４月 20 日㈰まで

国民年金への加入

暮らしの

年金情報

問住民生活課戸籍住民係　
問北見年金事務所国民年金課
　☎ 0157‐ 25‐ 8703（自動音声案内 2→ 2）

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務付けられてい
ます。

国民年金は次の３種類に分けられています。

～第１号被保険者～

　自営業、農業、学生や無職の方などの 20 歳以上 60 歳未満の方で、第 2・3 号被保険者ではな
い方
加入・変更手続　住所地の市区町村窓口で届け出が必要です
保険料の納付方法　日本年金機構から送付される納付書で納付してください。口座振替またはクレ

ジットカードでの納付も可能です（口座振替とクレジットカード納付を希望す
る場合は、別途手続きが必要です）。

～第３号被保険者～

　第２号被保険者に扶養されている日本に住む 20 歳以上 60 歳未満の配偶者
加入・変更手続　第２号被保険者の勤務先が年金事務所に届け出します。
保険料の納付方法　第２号被保険者で負担するため、負担はありません。

　会社を退職したときは、第 2 号被保険者から第 1 号被保険者に変更する手続きが必要です
ので、住所地の市区町村で手続きをしてください。
　また、扶養している第３号被保険者がいる場合もあわせて手続きが必要です。

～第２号被保険者～

　会社員や公務員など厚生年金保険に加入している方
加入・変更手続　勤務先が年金事務所に届け出します。
保険料の納付方法　給与から源泉徴収され、勤務先が納付します。


